
はじめに

埼玉県は，全国で2番目に若い県であるが，一方で高齢

化が他都道府県よりも速いスピードで進行するという課題

を抱えている．こうした中で，平成7年度から，（1）地域

特性に合った健康づくりの推進，（2）健康を支援する生活

環境の整備，（3）各個人のライフスタイルに対応した健康

づくりの推進の3つを柱に掲げて「すこやか彩の国県民運

動」を県民総ぐるみで推進してきた．

この運動の推進母体は，県，市町村，関係団体，関係機

関，企業，マスメディア等が加入団体である「すこやか彩

の国県民会議」（会長：土屋義彦知事　416団体加入）で

あり，これまで健康づくりに関する審議や施策提言を行っ

てきた．その成果として，平成10年7月に県民の健康づく

りの総合計画「健康づくり行動計画」が策定された．この

計画は，「健康日本21」を先取りした形で，各分野におい

て自治体や企業・団体が個々人の健康づくりを支援してい

く上での共通目標と，それぞれが果たすべき役割を明確に

したものである1）．

平成12年3月に国が「21世紀における国民健康づくり

運動（健康日本21）」を策定したことをうけ，現計画を見

直し，10年後の数値目標を設定した新たな計画を策定す

るために，平成12年9月から策定作業を開始した．

計画は，現在（平成13年8月）策定中であるため，策定

経過を中心に述べさせていただく．なお，ここに記載した

目標や指標等は案の段階である．

計画策定の経過

(1) 計画策定の準備（合意形成，かかわった範囲）
まず，課内で策定体制と策定分野の検討を行った．健康

増進担当と歯科保健担当の計11名が事務局となり，庁内

の主な関係課（健康福祉政策課，長寿社会政策課，介護対

策課，こども家庭課，勤労者福祉課，経済流通課，国保医

療課，体育課，健康教育課）に参加を依頼した．これらの

課は，関係する部会の委員として，また，後に述べる検討

会議の事務局側として参加した．

計画は，現計画の「健康づくり行動計画」の理念や基本

方針を生かすこととし，①健康日本21の特徴の一つであ

る数値目標を設定すること，②県民の役割を追加すること，

③目標や指標を見直すこと，④最終的にめざすものをより

明確にすることを変更点として検討した．検討体制として

は，食生活，身体活動，休養，たばこ，アルコールの分野

に新たに歯科を加えた（歯科保健に関する計画は平成2年

度に単独で策定済み）6分野について部会を設置した．さ

らに，健康指標を検討する部会と，総合的な検討の場とし

ての「検討会議（以下「親委員会」という．）」を設置した．

委員は延べ51人であり，委員構成は，住民組織代表や，

医師会，歯科医師会を始めとする関係団体や機関，学識経

験者，行政等である．委員は，国の策定委員である県内の

大学教員や，当県の健康づくりに日頃御協力をいただいて

いる関係団体や機関の方々を中心に依頼し，また，部会委

員には，ご意見を伺うだけでなく，関係機関や団体の代表

として作業をお願いできる方を関係団体等から推薦いただ

いた．「健康日本21」では，3疾病についても委員会を設

置しているが，本県では当面6分野について検討し，必要

に応じて疾患も検討することとした．なお，会議は全て公

開とした．計画策定体制は図1のとおりである．

(2) 計画策定のための環境づくり（予算確保，人的応援体
制，策定のための勉強会等）
計画策定にあたっては，県予算に加えて，国庫を活用し

た．人的応援体制としては，当課の職員はもちろんのこと，

上記他課の職員の協力があり，現状値や資料を提供してい

ただいた．また，策定のための勉強会等は，現計画の進行

管理状況の報告や，今後の策定方針についての話し合いを

行うとともに，計画策定手法の一つである，PRECEED-

PROCEDE MODEL2)の研修会に，何人かの職員が参加し

その手法を学んだ．その後，分野担当者の中には，自主的

に時間外を活用して，このMODELの演習を行った者達も

いた．
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(3) 地域の実態，県民ニーズの把握（把握の共有化，手法，
集計・解析・結果の検討）
県民や関係者からの聴取については，検討の進行状況に

合わせて，県民や関係者の声を聞くことに努めた．まず，

平成12年9月～10月に民生委員・児童委員研修会（県下5

会場）で，健康づくりの各分野ことに参加者の考え方や気

をつけていること，行政に望むことを自由記載していただ

いた．自由記載では記入してくれる人が少ないのではとの

意見もあったが，とりあえず1回目を自由記載にした．結

果は思った以上に記入していただき，皆で感激すると同時

に，これまで県民の意見をこのような形で聞いていなかっ

たことにも気づいた．また，10月～11月は，健康づくり

の各種イベントでアンケートによる意見聴取を，平成13

年2月からは，目標・指標の案を当課のホームページに掲

載，またシンポジウムや市町村・保健所説明会を開催した．

さらに，「すこやか彩の国県民会議」ニュースレターに目

標・指標案を掲載し，意見聴取を行った．聴取した意見は，

その度まとめ，その結果を各部会で配布し，各分野の目標

や指標検討に活用した．現状値については，既存調査結果

を検討し，得られているデータをできるだけ活用した．数

年分の国民栄養調査（埼玉県分解析）結果と，休養に関す

る調査結果（平成11年度実施），参加している各課職員や

委員が把握しているデータ，インターネット検索による

データ，聞き込みにより得られたデータ等である．さらに

平成12年度，新たに幼児と成人（老人保健事業に関する

調査に項目を追加した）に関する2種類の調査を実施する

とともに，世論調査に項目の追加を依頼した．当課が実施

した調査の項目は，各分野で質問項目を調整し，結果の検

討については各分野ごとに行った．策定スケジュールは

図2のとおりである．

(4) 施策化（目標・指標の設定方法，役割の検討）
県民の実態やニーズ把握から，方向性や目標等の検討方

法について，食生活分野を例に述べる．

まず，上記の聴取した全ての意見をカード化し，「健康

日本21」で示された枠組み3)に当てはめた．目標は，QOL

レベル，栄養状態・栄養素（食物摂取レベル），知識・態

度・行動レベル，環境レベルの4段階から6つの目標を設

定した．「健康日本21」食生活分野の目標設定の枠組みと，

それにあわせた当県の目標設定は図3のとおりである．国

の目標では科学的根拠が乏しいとの理由で，QOLレベル

が入らなかったと聞いているが，本県の場合には各分野に

QOLレベルの目標案を設定した．また，目標ごとに関連

ある指標を2～6項目設定した．

最終的にめざす姿とその指標の案（主観的指標と客観的

指標を設定予定），各分野の目標とその指標の関連は，

図4のとおりである．目標や指標を絞り込む方法としては，

現計画の目標や指標を基に，これまでの全国調査や県調査，

文献等で生活習慣や健康状態に関連があることが明らかに

なっている項目や，頻度の高い項目であり実現可能性が高

いと考える項目を，優先順位の高い項目として選定した．

また，目標が達成されたかを評価する指標については，目

標の選定理由に加えて，現状値が把握できている，または

今後把握できる可能性のある指標を優先的に検討した．数

値目標の設定は，経年的に現状値があり介入により10年
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図１ 計画策定体制 
図１　計画策定体制



後に達成できそうな数値（例えば健康づくり協力店店舗

数：現状値466店舗→1,000店舗：年間40店舗増加してい

ることから設定）や，望ましい世代の現状値に，他世代の

目標をあわせた数値（例えば朝食を食べない割合：30代

男性（現状値20％）の目標値を，男性全体の現状値であ

る9％に設定），既に他計画や施策に記載している数値

（例えばふるさと認証食品数84製品→120製品）とし，ま

た，根拠があまり得られない指標については委員の話し合

いにより決定した．

各分野とも役割については，目標案設定後，それぞれの

目標ごとに達成するための役割を検討し，その後，①県民

の役割，②民間団体・企業，③市町村，④県の4つの役割

に集約した．①～③については，これまでいろいろな機会

に聴取した意見を基に案を作成した．④については，各課

から参加した委員と話し合い，各種計画に記載している施

策を基に整理した．

①，②の役割についてはその後，県下5会場で各2回づ

つ広聴集会を開催し，県民代表や関係団体，企業の方々か

らご意見をいただき，役割の修正を行う予定である．③，

④については，8月に市町村と保健所に対する説明会を開

催し意見を求めた．さらに，④については，今後，庁内推

進委員会を開催し，目標，指標，役割等について調整を行

う予定である．例えば，身体活動分野で「気軽にからだを

動かせる場を整備します」の指標に“都市公園の面積”

“学校体育施設開放率”等がある．これは，都市整備公園

課と体育課との確認が必要であるとともに，今後の進行管
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第６ 回部 会 シン ポジ ウム 2/ 24
３月 

3／ 22目標 、数 値目 標（ 案) 第４ 回検 討会議 
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６月 第９ 回部 会 

6/7計画 案検 討 第５ 回検 討会議 
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(予 定 )採 択  埼玉 県・ すこや か彩の 国県 民会議 

図２ 計 画策定 スケジ ュー ル 図２　計画スケジュール



理を共に行うために重要な過程であると考える．

(5) 計画の具体化（住民や関係機関などへの周知，計画の
進行管理体制）
計画の具体化が最も重要であり，今後は，「すこやか彩

の国県民会議」総会において協議，採択していただいた後，

広報誌等あらゆる機会を活用し周知していく予定である．

計画策定のポイント

本県の健康づくり運動は，昭和61年度に「ヘルシー埼

玉県民運動」として，県のすべての施策を健康づくりの視

点で展開するという考え方で始まった．これはまさに，ヘ

ルスプロモーションの考え方を先取りした健康づくり運動

であった．会議の会長は知事であり，議長は県議会議長で

あることからも，この運動が全庁的な運動であったことが

田中　久子 231

J. Natl. Inst. Public Health, 50 (4) : 2001

目標 
生活の質（  ＱＯＬ ）  Ｏ  Ｌ  レ ベ ル 会話を 楽し みな がら 

食事を 楽し む 機 会 を 
増やし ま す 

＊本県の目標設定 
健康状態・ 疾患 

自分に と っ て 適 正 
栄養状態 栄養状態・ 栄 養 な エ ネ ル ギーを 摂 取 

し て い る 人を 増や し ま す 

栄養素の摂取状況 (食物摂取レ ベ ル )
う す味 に 気 を つ け て 
和風の食事を 大切に 

料理・ 食品 の摂 取 状 況 し て い る 人を 増やし ま す 

食行動（ いつ 、 どこ で 、 誰と 、 何を 、 どの よ う に ） 知識・ 態度 朝ご は ん を 食べな い 
人を な く しま す 

行動レ ベ ル 
個人の知識、 ・ 態度・ スキ ル 

おい し く て、 あん し ん 
で き る 食材や食事を 

周囲の人（ 家族、 友人、 職場） の支援 提供す る 環境を 整え ま す 

情報へのア ク セ ス 食物へのア ク セ ス 環境レ ベ ル 食文化や食事の楽し さ ・ 
大切さ を 次世代に 伝え る 
場を 増やし ま す 

社 会 環 境  

栄養 ・ 食生活と 健康 ・ 生活の 質（ ＱＯＬ ） な ど の 関 係 につ いて 
「 健康日本２ １ 企画検 討会・ 計画策定検討 会報告書」 から 

図３ 食生活分野の目標の位置づ け 図３　食生活分野の目標の位置づけ

めざ す 姿 
県民 一人 ひ  と  り  が  い  つ  ま  で  も  生  き  が  い  を  持ち 、  
健康 を  実感で き  る  「  す  こ  やか 県民 の実現」 をめ ざ し ま す 

指 標  
１  楽  し  み  や生き がい を  持  っ  て  い  る  人  の割合 
２  健康で あ  る  と  感  じ  て  い  る  人の 割合 
３  日  ご  ろ  健康づ く  り  に  努  め  て  い  る  人の 割合 
４  介護を 要し な  い  で  生活で き  る  人  の  割  合  
５  健康に 関す る  指  標  （  検討 中） 

分野別 ：  食生 活、 身体 活動、 休  養  、  歯  科  保健、 ア  ル  コ  ー  ル  、  た  ば  こ  
目  標  ・・・ 指  標  ・  ・・・ 役  割  方向性 1

県民 2
民間 団体 ・企業 3
市町 村  4
県 5

図４ め  ざ  す  姿  と  各  分野 の方向 性、 目標、 指  標  、  役割の 関連 図４　めざす姿と各分野の方向性，目標，指標，役割の関連



うかがえる．平成7年度に「すこやか彩の国県民運動」

（以下「県民会議」という）にリニュアルし，平成10年度

に「健康づくり行動計画」が策定された．この計画の評価

すべき点は，県民運動の考え方に沿い，保健分野にとどま

らず，農林，教育，労働商工，環境，都市計画等の指標と

それぞれの役割を盛り込んだこと，企業等にも毎年アン

ケートを実施し，計画の進行管理を行ってきたことである．

しかし，この計画が今一つ広がらなかったのは，参加型の

計画に十分なりきれなかったこと，また，ハブリッシュが

十分ではなかったことである．この主な理由は，県民会議

が重すぎる会議であったために，柔軟に情報交換を行う場

が設定できなかったこと，会議運営の予算がなかったこと，

情報手段の重要性4）が課内で共通認識として得られていな

かったことが考えられる．そのため，今回の策定にあ

たっては過程を重視したので，次にそのポイントとして考

えられることを記す．

計画策定準備段階では，親委員会に庁内の関係各課（10

課）が参加したため，親委員会の考え方について共通認識

が得られたこと．また，部会にも関係各課が参加し，委員

として関係計画と整合性を持たせて発言したこと．さらに，

各部会委員の推薦依頼にあたり，作業があることを前提に

依頼したため，委員がお客様としての参加ではなく毎回検

討事項を持ち帰り検討してくれたこと．そして個人の検討

に加えて，自主的に会のメンバーの意見を集約し，次回会

議に反映してくれた委員が多かったこと．また，会議はす

べて公開としたため開催側にも緊張感があったことがあげ

られる．

次に，計画策定のための環境づくり・地域の実態，県民

ニーズの把握では，当課だけでなく，主に関係する課が始

めから参加していたために，既存データを把握することが

容易であり，また，他課が行う新たな調査の質問項目を作

成する際に声をかけてもらうことができたこと．施策化に

関しては，理論モデルを活用したこと，そのための研修に

職員が参加したことが各部会を進める際に，計画策定のイ

メージを描くのに有効であったことが上げられる．

計画策定の課題

計画は言うまでもなく作ることが目的ではなく，実施し，

成果を出すことが目的である．そのためには，今後「すこ

やか彩の国県民会議」において計画策定の必要性と計画内

容が理解され，共有化されるように，会議のメンバーに働

きかけると同時に，それぞれが役割を担い，その成果を確

認することの必要性を伝えていく予定である．また，地域

の目標を共有化し目標に向かって進むためには，課の職員

すべてが広告塔になり，あらゆる機会やマスメディアや広

報を活用し，周知できるようなしかけを考えていかなけれ

ばならない．

県の役割として明記したことを，一歩一歩実現していく

ために，具体的な方策・手段を検討していくことが必要で

ある．そこでとりあえず，食生活分野について，市町村及

び県の栄養業務担当者研修会に計画案を題材とした事業展

開の演習を行い，通常の事業につなげることを試みた．他

の分野についても，計画が絵に描いた餅ではなく，真の行

動計画となるようしかけていきたい．

また，計画策定の難しさはたばこ分野で痛感した．一番

エネルギーを費やした分野はこの分野であり，部会は延べ

9回開催された．しかし，部会では委員間でコンセンサス

が得られず親委員会に報告することができなかった．課題

として残った主なことは，極端に利害関係が対立する場合

のメンバーの選定方法，対立した場合の事柄を決定する場

合の方法（多数決で良いか）であった．たばこ分野に関す

る策定過程は，このことだけでも特集が組める題材であり，

今回はこの策定過程は省略する．

今回の計画づくりは，職員参加や県民参加を意識して策

定してきたつもりであったが，参加型というには十分とは

言えなかった．まして県民参加の県計画を策定するには，

かなりのエネルギーと，課内でのコンセンサスづくりが必

要である．参加型の手法も地域，市町村，県，国と地域の

範囲によって異なるのかは，策定事例の検討を重ねるなか

で明らかになるであろう．

最後に，この計画（案）は環境面（水，空気，アレルゲ

ン等）や障害や疾病を持っている県民の目標が入っていな

いことが課題であると考えており，今後計画の見直しの際

に検討していきたい分野である．
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